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○香南市産業人材育成事業費補助金交付要綱  

平成28年５月30日 

告示第35号  

（趣旨）  

第１条  この告示は、香南市内における中小企業者又は中小企業団体（以下「中小企

業等」という。）が雇用の維持及び従業員等の資質の向上を図るため、香南市補助

金交付規則（平成18年香南市規則第 45号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、香南市産業人材育成事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し

必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。  

(１) 中小企業者  中小企業基本法（昭和 38年法律第154号）第２条に規定するもの

で、市内に事務所等を有するものをいう。  

(２) 中小企業団体  次のいずれかに該当するもので、市内に事務所を有するもの

をいう。  

ア 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32年法律第185号）第３条第１項に規

定する中小企業団体  

イ 商店街振興組合法（昭和 37年法律第141号）第２条に規定する法人  

ウ ア及びイに掲げるもののほか、特別の法律により設立された組合及びその連

合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業所の３分の２以上が中小企

業基本法第２条に規定する中小企業者であるもの  

(３) 研修等 中小企業等の従事者の資質向上を図るために行われる研修事業で、

当該中小企業等の業務に必要であると市長が認めるものをいう。  

(４) 公的団体 国、地方公共団体その他営利を目的としない団体で市長が認める

ものをいう。  

（補助の対象）  

第３条  補助金の交付対象者は、納期までの市税を滞納していない中小企業等とする。 

（補助対象事業）  

第４条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、中小企業等
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が従事者を次に掲げる研修等に参加させる事業で、２年度以上にわたらないものと

する。  

(１) 公的団体その他法人が実施する研修等  

(２) 中小企業等が講師を招聘し、市内で開催する研修  

（補助対象経費及び補助金の額）  

第５条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。  

（交付の申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする中小企業等（以下「補助対象者」という。）

は、香南市産業人材育成事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書

類を添えて市長に申請しなければならない。  

(１) 事業計画書（別紙１）  

(２) 収支予算書（別紙２）  

(３) 市税を滞納していないことを証する書類  

(４) その他市長が必要と認める書類  

２ 補助対象者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費

税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法律第226号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金

額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請するもの

とする。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものに

ついては、この限りでない。  

（交付の決定）  

第７条  市長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、

補助金の交付の決定をし、規則第９条に規定する補助金交付決定通知書により、当

該補助対象者に通知するものとする。  

（交付の条件）  

第８条  補助金の交付の決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、補助

金の交付の目的を達成するため次に掲げる事項を遵守しなければならない。  
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(１) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合において、速やかにその旨を市長に報告してその指示を受けること。  

(２) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明

らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを５年間保管しておくこと。  

（変更等の申請）  

第９条  補助事業者は、補助事業に要する経費の配分の変更（別表に掲げる経費区分

の20パーセント以内の変更を除く。）又は補助事業の内容の変更（補助目的の範囲

内で行う事業計画の細部の変更を除く。）をする場合は、香南市産業人材育成事業

変更承認申請書（様式第２号）を市長に提出してその承認を受けなければならない。  

２ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、香南市産業人材育成事

業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出してその承認を受けなけれ

ばならない。  

（実績報告等）  

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（前条の規定による補助事業の中止

若しくは廃止又は第 12条の規定による補助金の返還等を命ぜられたときを含む。）

は、香南市産業人材育成事業費補助金実績報告書（様式第４号）に、次に掲げる書

類を添えて補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して 30日を

経過した日又は補助事業の実施年度の３月 31日のいずれか早い期日までに市長に提

出しなければならない。  

(１) 事業報告書（別紙１）  

(２) 収支決算書（別紙２）  

(３) 補助対象経費に係る支払証拠書類の写し  

２ 補助事業者は、第６条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った

場合であって、前項の実績報告までに補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らか

になったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。  

３ 補助事業者は、第６条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った

場合であって、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税等仕入控除税額が確定した場合には、香南市産業人材育成事業費消費税等仕

入控除税額報告書（様式第５号）により市長に報告するとともに、市長の返還命令

を受けて、これを返還しなければならない。  
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４ 市長は、第１項の実績報告があったときは、必要な審査を行い、その報告に係る

補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。  

（補助金の交付）  

第11条 市長は、前条第４項の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に補助

金を交付するものとする。  

（補助金の返還等）  

第12条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一

部の返還を命ずることができる。  

(１) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったと

き。  

(２) 補助事業の実施が著しく不適当と認めたとき。  

（その他）  

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この告示は、平成28年６月１日から施行する。  

 附 則（令和７年３月31日告示第65号）  

この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 

別表（第５条関係）  

補助対象経費  補助金の額  

経費区分  内容  

研修費  

※土佐フ

ードビジ

ネスクリ

エーター

人材創出

受講料、教材費、講師謝金、講師旅費、そ

の他市長が特に必要と認める経費  

 

補助対象経費の実支出額又は

１事業所あたり100,000円のい

ずれか少ない額  
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事業を除

く 
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